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第４編   災害復旧計画 
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第１章 各災害共通復旧計画 
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第1節 被災住民の生活確保計画 
１ 基本方針 
 災害時には、多くの住民が負傷したり、家や家財等を喪失し、また、電気、ガスあるいは電 

話の途絶などにより、かなりの混乱状態におちいることが考えられる。 

 これらの混乱を速やかに収拾し、民生の安定と社会秩序の回復を図るため、関係防災機関等 

と協力し、生活確保のための緊急措置を講じる。 

 

２ 生活福祉資金の貸与 
 災害によって被害を受けた低所得者に対して、速やかに自立更生させるため、県社会福祉協 

議会は、生活福祉資金貸付制度によって、民生委員、村の社会福祉協議会の協力を得て、災害 

援護資金および住宅資金を予算の範囲内において行う。 

 ⑴ 生活福祉資金貸付制度に基づく災害援護資金貸付 

 

 

⑵ 資金貸付条件の緩和等の措置 

   災害援護資金、住宅資金は、借入者の自立更生を促進するため特に必要があると認めら

れる場合は、重複して貸し付けることができる。 

   なお、この資金は他の資金から借り入れることができない者に対し貸し付けるものであ

る。 

 

３ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給および災害援護資金の貸付 

災害弔慰金の支給に関する法律に基づき、自然災害（以下「災害」という。）により死亡した

者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対

して支給する災害障害見舞金および災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける

災害援護資金である。滝沢村が実施主体となり、条例に基づき実施する。 

 

 

 

 

貸 付 対 象 者 災害によって困窮し、自立更生のための資金を必要とする低所得世帯 

貸 付 限 度 150万円以内 

償 還 期 間 1年以内据置期間経過後 7年以内 

利 率 年 3％ ただし据置期間中は無利子 
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 ⑴ 災害弔慰金の支給 

 

 

 

⑵ 災害障害見舞金の支給 

 

対 象 災 害  

① 被害が発生した市町村をその区域に含む都道府県の区域内で生じた

災害であって、住居の滅失した世帯の数が 5以上の市町村が 3以上存在

するもの 

② 被害が発生した市町村をその区域に含む都道府県の区域内で生じた

災害であって、災害救助法第二条に規定する救助(以下「救助」という)

が行われたもの  

③ 救助が行われた市町村をその区域内に含む都道府県が 2以上ある災害 

支 給 対 象  
① 上記の災害による死亡者（3か月以上の行方不明者を含む） 

② 被害を受けた当時、滝沢村の区域内に住所を有した者 

支 給 対 象 遺 族 

 上記の者の死亡当時の配偶者（事実婚を含み、離婚の届出をしていない

が事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く）、子、父母、孫、祖父

母を対象とする 

支  給  額 
① 死亡者が遺族の生計を主として維持していた場合  500万円 

② ①以外の場合                  250万円 

費 用 負 担  
国 1／2・県 1／4・市町村 1／4 

ただし、県、市町村の負担分は特別交付税で財政措置される。 

対 象 災 害  災害弔慰金の場合と同様である。 

支 給 対 象  上記の災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者とする。 

支  給  額 
① 上記支給対象者が世帯の生計を主として維持していた場合 250万円 

② ①以外の場合 125万円 

費 用 負 担  災害弔慰金の場合と同様である。 
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⑶ 災害援護資金の貸付 

 

 

 

対 象 災 害  

ア 自然災害により災害救助法が適用された市町村が 1 箇所以上ある 

場合の災害 

イ アのほか、当該市町村の区域内で 5 世帯以上の住居の滅失があっ 

た自然災害が対象となる。 

ウ ア、イと同等と認められる特別の事情がある場合の自然災害 

支 給 対 象  

ア 上記の災害による死亡者（3か月以上の行方不明者を含む） 

イ 住居地以外の市町村の区域内（県外含む）で災害に遭遇して死亡 

した者 

支給対象遺族 
 死亡当時の配偶者（事実婚を含む）、子、父母、孫、祖父母を対象と 

し兄弟姉妹は対象としない。 

支 給 額 
ア 死亡者が遺族の生計を維持していた場合     500万円 

イ ア以外の場合                 250万円 

費 用 負 担  
国 1／2・県 1／4・市町村 1／4 

ただし、県、市町村の負担分は特別交付税で財政措置される。 

対 象 災 害 

県内で自然災害により災害救助法の適用が行われた市町村が 1 箇所 

でもある場合、県内全市町村の被害が対象となる。 
 上記災害で被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付けられる。た 

だし世帯の年間総所得が次の金額を超えた世帯は対象とならない。 

貸付け対象   

者 

ア 世帯員が 1 人   220 万円 
イ  〃  2 人   430 万円 
ウ  〃  3 人   620 万円 
エ  〃  4 人   730 万円 
オ  〃  5 人以上 730 万円に、世帯員の人数から 4 人を除いた           

者 1 人につき 30 万円を加算した額 
カ 住居が滅失した場合は、世帯員の人数にかかわらず 1,270 万円 

貸付け対象

となる被害 

ア 療養期間がおおむね 1か月以上である世帯主の負傷 

イ 住居又は家財の価額のおおむね 1／3 以上程度の住居又は家財の損

害 

貸付け金額 

ア 世帯主の 1か月以上の負傷  限度額  150万円 

イ 家財の 1／3以上の損害    〃    150万円 

ウ 住居の半壊          〃  170（250）万円 

エ 住居の全壊          〃  250（350）万円 

オ 住居の全体が滅失若しくは流失 〃  350万円 

カ アとイが重複         〃  250万円 

キ アとウが重複         〃  270（350）万円 

ク アとエが重複         〃  350万円 

 ＊（ ）は、特別の事情がある場合の額 

償 還 期 間 

10 年間とし、据置期間は、そのうち 3 年間（特別な事業がある場合は 5

年）利率 年 3％ 

ただし据置期間は無利子 

費   用 貸付け原資の 2／3を国庫補助、1／3を県負担とする。 対 象 災 害  災害弔慰金の場合と同様である。 

支 給 対 象  上記の災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者とする。 

支 給 額 
ア 上記支給対象者が世帯の生計を維持していた場合 250万円 

イ ア以外の場合 125万円 

費 用 負 担  災害弔慰金の場合と同様である。 

対象災害 

県内で自然災害により災害救助法の適用が行われた市町村が 1 箇所でもあ

る場合、県内全市町村の被害が対象となる。 

  

貸付対象者 

上記災害で被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付けられる。ただし世

帯の年間総所得が次の金額を超えた世帯は対象とならない。 
① 世帯員が 1 人   220 万円 
②  〃  2 人   430 万円 
③  〃  3 人   620 万円 
④  〃  4 人   730 万円 
⑤  〃  5 人以上 730 万円に、世帯員の人数から 4 人を除いた           

者 1 人につき 30 万円を加算した額 
⑥ 住居が滅失した場合は、世帯員の人数にかかわらず 1,270 万円 

貸付限度額 

① 療養に要する期間がおおむね一ヶ月以上である世帯主の負傷（以下「世

帯主の負傷」という）があり、かつ次のいずれかに該当する場合 

ァ 財産についての被害金額がその家財の価値のおおむね 1/3 以上である

損害（以下「家財の損害」という）及び住居の損害がない場合 150万円 

ィ 家財の損害があり、かつ住居の損害がない場合      250万円 

ゥ 住居が半壊した場合                  270万円 

ェ 住居が全壊した場合                  350万円 

② 世帯主が負傷がなく、かつ次のいずれかに該当する場合  

ァ 家財の損害があり、かつ住居の損害がない場合       150万円 

ィ 住居が半壊した場合                   170万円 

ゥ 住居が全壊した場合                   250万円 

ェ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合          350万円 

③ ①のウ、又は②のイ、若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに

際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情が

ある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とある

のは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替える 

償還期間 

10年間とし、据置期間は、そのうち 3年間（特別な事情がある場合は 5年）

利率 年 3％ 

ただし据置期間は無利子 

費   用 貸付財源に相当する金額を県より無利子で貸付を受ける 

対 象 災 害  災害弔慰金の場合と同様である。 

支 給 対 象  上記の災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者とする。 

支 給 額 
ア 上記支給対象者が世帯の生計を維持していた場合 250万円 

イ ア以外の場合 125万円 

費 用 負 担  災害弔慰金の場合と同様である。 
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４ 被災者生活再建支援制度の活用 
⑴ 村は、災害によりその居住する住宅が全壊した世帯又はこれと同等の被害を受けたと認

められる世帯であって、経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難な被災

世帯に対し、被災者生活再建支援法（以下「支援法」という。）による支援金の活用が円滑

に行われるよう、同支援金に関する広報活動を実施し、積極的に、相談・指導等を実施す

る。 
⑵ 県が実施主体となり、村が申請書類の受付窓口となるが、支給に関する事務については、

被災者生活再建支援基金に指定された(財)都道府県会館に委託し実施する。 
⑶ 対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異

常な自然現象により生じる被害であり、対象となる災害の程度は次のとおりである。 
① 災害救助法施行令第 1 条第１項第 1 号又は第２号のいずれかに該当する被害（同条第

２項のいわゆるみなし規定により該当することとなるものを含む）が発生した市町村の

区域に係る自然災害。 
② 10 以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る自然災害。 
③ 100 以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る自然災害。 
④ 自然災害によりその区域内のいずれかの市町村の区域において、①又は②に定める被

害が発生した都道府県の区域内の他の市町村（人口が 10 万未満のものに限る）の区域

であって、5 以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る自然災害。 
⑤ ③又は④に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域内の市町村（人口 10
万未満のものに限る）の区域にあって、①～③までに定める区域のいずれかに隣接し、

かつ 5 以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る自然災害。 
（支援法第 2 条第 1 号、第２号、政令第１条、政策統括官通知第二 2） 

  なお、②③④⑤については①に掲げるいわゆるみなし規定は適用にならない。 
⑷ 支援金の支給対象は、支援法が適用された自然災害により住宅が全壊した世帯、あるい

は、住宅が半壊しやむなく解体した世帯など全壊と同等の被害を受けたと認められる世帯

であって、世帯の年収、世帯主の年齢等の要件に合致する世帯が対象となる。 
⑸ 支援対象世帯 
  支援法の対象となる自然災害により被害を受けた世帯であって、以下に掲げる世帯が対

象となる。 
① 居住する住宅が全壊(全焼、全流出等)した世帯 
② 居住する住宅が半壊(半焼)し、又は居住する住宅の敷地に被害が生じ、住居の倒壊に 
よる危険を防止するため必要があること、住居に居住するために必要な補修費等が著し

く高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体し、又

は住宅が解体された世帯（半壊解体世帯・敷地被害解体世帯） 
③ 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続すること、その他の事由により、居 
住する住宅が居住不能のものとなり、かつその状況が長期にわたり継続することが見込

まれる世帯（長期避難世帯） 
④ 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなけ 

 
収入合計額 世帯主の年齢等 

支給限度額 

複数世帯 単身世帯 

① 500 万円以下の世帯 世帯主の年齢は問わない 100 万円 75 万円 

② 
500 万円超 
700 万円以下の世帯 

被災日において世帯主が 45 歳以

上の世帯または要援護世帯 
50 万円 37.5 万円 

③ 
700 万円超 
800 万円以下の世帯 

被災日において世帯主が 60 歳以

上の世帯または要援護世帯 
50 万円 37.5 万円 
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れば当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯（大規模半壊世帯） 
（支援法第 2 条第 2 号） 

 
複数世帯（世帯の構成員が複数）の場合 

区  分 住宅の再建方法 基礎支援金 加算支援金 合  計 

全 壊 世 帯 

建設・購入 100 万円 200 万円 300 万円 

補 修 100 万円 100 万円 200 万円 

賃 借 100 万円 50 万円 150 万円 

大規模半壊世帯 

建設・購入 50 万円 200 万円 250 万円 

補 修 50 万円 100 万円 150 万円 

賃 借 50 万円 50 万円 100 万円 

 
単数世帯（世帯の構成員が単数）の場合 

区  分 住宅の再建方法 基礎支援金 加算支援金 合  計 

全 壊 世 帯 

建設・購入 75 万円 150 万円 225 万円 

補 修 75 万円 75 万円 150 万円 

賃 借 75 万円 37.5 万円 112.5 万円 

大規模半壊世帯 

建設・購入 37.5 万円 150 万円 187.5 万円 

補 修 37.5 万円 75 万円 112.5 万円 

賃 借 37.5 万円 37.5 万円 75 万円 

 

５ 農林業復旧資金 
 災害によって被害を受けた農林業者又は団体に対して復旧を促進し、農林業の生産力の維持 

増進と経営の安定を図るため、天災融資法、農林漁業金融公庫法、自作農維持資金融通法によ 

って融資する。 

⑴ 天災融資法第 2条第 1項の規定に基づく資金融資 

 
通常 

 
 
経費 

被災世帯の生活に通常必要となる物品（電気冷蔵庫、電気掃除機、電気洗濯機、

電話機、テレビ等）の購入費又は修理費、住居の移転費 

複数 
世帯 

支給限度額：100 万円の場合 70 万円 限度 
〃  ： 50 万円の場合 35 万円 〃 

単数 
世帯 

支給限度額： 75 万円の場合 55 万円 限度 
〃  ：37.5 万円の場合 27.5 万円 〃 

 
特別 

 
 
経費 

被災世帯の居住する地域又は被災世帯に属する者の特別な事情により生活に必

要な物品（ストーブ、電気こたつ等）の購入費又は修理費、住居の移転のため

の交通費、自然災害により負傷等した場合の医療費など 

複数 
世帯 

支給限度額：100 万円の場合 30 万円 限度 
〃  ： 50 万円の場合 15 万円 〃 

単数 
世帯 

支給限度額： 75 万円の場合 20 万円 限度 
〃  ：37.5 万円の場合 10 万円 〃 

貸 付 相 手 方 被 害 農 林 漁 業 者 

貸 付 対 象 事 業 

資 金 使 途 

種苗、肥料、薬剤、農機具（政令で定めるものに限る）、稚魚、稚貝、

漁業用燃料油等の購入資金、炭がまの構築資金、漁船（政令で定める

ものに限る）の建造又は取得資金、その他農業漁業経営に必要な資金 

貸 付 利 率 年 3.0％以内、年 5.5％以内、年 6.5％以内 

償 還 期 限 6年以内（ただし、激甚災害のときは 7年以内） 

貸 付 限 度 額 被害農林漁業者当たり一般 200万円（激甚災害のときは 250万円） 

融 資 機 関 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合又は金融機関 

担 保 保証人 

そ の 他 滝沢村長の被害認定を受けたもの 
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⑵ 自作農維持資金融資法に基づく農林漁業金融公庫資金融資（災害資金） 

 

 

⑶ 農業災害補償 

   農業災害補償法（昭和 22年法律第 185号）に基づく農業共済事業について、災害時に農

業共済団体に対し、災害補償業務の迅速、適正化を図り、仮払いによって早期に共済の支

払いができるように措置する。 

 

６ 中小企業復興資金 
 被災した中小企業の再建を促進するための資金対策として、一般金融機関（普通銀行、信用 

金庫、信用組合）および政府系金融機関（中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民金融公 

庫）の融資並びに中小企業近代化資金等の貸付、信用保証協会による融資の保証、災害融資特 

別県費預託等によって施設の復旧に必要な資金並びに事業費の融資が迅速かつ円滑に行われる 

よう県に依頼する。 

 

７ 住宅復興資金 
火災、地震等の大災害によって住宅に被害を受けた者に対し、住宅金融公庫法の規定によっ 

て災害復旧住宅資金の融資を適用し、建設資金又は補修資金の貸付を行う。 
⑴ 災害復興住宅建設資金に基づく資金貸付（建設、新築購入資金） 

 
 

貸付相手方 被 害 農 林 漁 業 者 

貸付対象事 

業資金使途 

種苗、肥料、薬剤、農機具（政令で定めるものに限る）、稚魚、稚貝、漁

業用燃料油等の購入資金、炭がまの構築資金、漁船（政令で定めるもの

に限る）の建造又は取得資金、その他農業漁業経営に必要な資金 

貸 付 利 率 年 3.0％以内、年 5.5％以内、年 6.5％以内 

償 還 期 限 6年以内（ただし、激甚災害のときは 7年以内） 

貸付限度額 被害農林漁業者当たり一般 200万円（激甚災害のときは 250万円） 

融 資 機 関  農業協同組合、森林組合、漁業協同組合又は金融機関 

担   保 保証人 

そ の 他 滝沢村長の被害認定を受けたもの 

期   間 20年（据置 3年以内含む）以内 

貸 付 利 息 年 1.05％（期間１０年の場合）〔平成 16年 1月 26日時点〕 

貸付限度額 個人 200万円以内、法人 1,000万円以内 

担   保 保証人もしくは担保 

そ の 他 知事の貸付適格認定が必要である。 

貸付対象者 

 り災直前の建物価額の 5割以上の被害を受けたもので、1戸当たりの住

宅部分の床面積が 13 ㎡以上 125 ㎡以下の住宅を建設する。また、建物と

同時に宅地についても被害を受け、宅地が流失して新たに住宅地 を取得

する者に土地取得資金、整地を行う者に整地資金をそれぞれ建物資金とあ

わせて融資する。 

貸 付 限 度  

イ     耐火、簡耐  1,160万円以下 

木造等    1,100万円以下 

ロ     土地取得費   770万円以下 

ハ     整 地 費   380万円以下 

利    率 年 1.60％（平成 16年 1月 19日現在） 

償 還 期 間  

耐火 35年以内 耐簡 35年以内 木造等 25年以内 

＊融資の日から 3年以内の据置期間を設けることができ、その期間償還期

間を延長できる。 

貸 付 対 象 者 

 り災直前の建物価額の 5割以上の被害を受けたもので、1戸当たり

の住宅部分の床面積が 13㎡以上 125㎡以下の住宅を建設する。また、

建物と同時に宅地についても被害を受け、宅地が流失して新たに住宅

地 を取得する者に土地取得資金、整地を行う者に整地資金をそれぞ

れ建物資金とあわせて融資する。 

貸 付 限 度 

     耐火、簡耐  1,160万円以下 

木造等    1,100万円以下 

②     土地取得費   770万円以下 

③     整 地 費   380万円以下 

利 率 年 1.60％（平成 16年 1月 19日現在） 

償 還 期 間 

耐火 35年以内 耐簡 35年以内 木造等 25年以内 

※ 融資の日から 3年以内の据置期間を設けることができ、その期間

償還期間を延長できる。 

① 
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⑵ 災害復興住宅資金に基づく資金貸付（補修資金） 

⑶ 県および村の措置 

  ① 災害復興住宅資金 

    県および村は、災害地の滅失家屋の状況を速やかに調査し、住宅金融公庫法に定める

災害復興住宅資金の融資適用災害に該当するときは、災害復興住宅資金の融資について、

借り入れ手続きの指導、融資希望者家屋の被害状況調査および被害率の認定を早期に実

施し、災害復興資金の借入れの促進を図るように努める。 

  ② 災害特別貸付金 

    災害によって滅失家屋がおおむね 10戸以上となった場合は、村長は被災住民の希望に

よって災害の実態を調査したうえで、被災住民に対する貸付金の融資を住宅金融公庫東

北支所に申し出るとともに、被災住民に融資制度の周知徹底を図り、借入れ申し込み希

望者に対して借入れの指導を行うものとする。 

 

８ 租税の徴収猶予および減免 
 り災した納税義務者又は特別義務者（以下「納税義務者等」という）等に対し、地方税法又 

は村条例により、期限の延長および減免等を行うときは、それぞれの実態に応し適時適切に講 

じるものとする。 

 

９ 生活保護 
 被災住民の恒久的生活確保のため県および村は、低所得者に対しおおむね次の措置を講じる 

ものとする。 

 生活保護法に基づく保護の要件に適合している被災住民に対しては、その実情を調査のう 

え困窮の程度に応じ最低生活を保証する措置をする。 

 

 

 

貸付対象者 

 補修に要する額が 10 万円以上でり災直前の建物価額の 5 割未満の被害を受

けた者。また、補修する家屋を移転する者に移転資金、宅地に被害を受けた整

地を行う者に整地資金をそれぞれ補修資金とあわせて融資する。 

貸 付 限 度     耐火、簡耐   640万円以下 

木 造 等   590万円以下 

②     土地取得費   なし 

③     整 地 費   380万円以下 

 ただし、補修費のほか移転費と整地費をあわせて融資する場合における移転

費と整地費の合計額の限度額は 230万円 

利   率 年 1.60％（平成 16年 1月 19日現在） 

償 還 期 間 20年以内（建設資金と同様に 1年以内の据置期間を設けることができる） 

① 
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１０ 日本郵政株式会社の業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 
 災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の実情に応じ、次のとおり、日本郵政の業務に係る 

災害特別事務取扱及び援護対策を迅速かつ適確に実施する。   

⑴ 災害救助法が適用され、現に救助を必要とする被災住民で、収容施設（応急仮設住宅に

収用する場合を除く。）の供与又は被服、寝具その他生活必需品の供与又は貸与を受けた

ときは、１世帯に郵便はがき５枚及び郵便書簡（ミニレター）１枚の範囲内で必要と認め

る数量を交付する。 

   また、被害の状況により、被災住民（法人を除く。）が差し出す第一種郵便物、通常はが 

き又は盲人用点字郵便物等について、料金を免除する。 

   なお、取り扱う郵便局等については、別途日本郵政株式会社社長が指定し、その旨の公 

示をする。 

⑵ 日本郵政株式会社社長が公示した場合は、被災住民の救助を行う地方公共団体、日本赤

十字社、共同募金会連合会にあてた救助用の物品を内容とする小包郵便物の料金免除を実

施する。 

 

１１ り災証明書の発行 
災害が発生し、救助を必要と認める被害を受けた者があるときは、被災者台帳を整備し、必

要があるときはり災証明書を発行するものとする。なお、り災証明書の発行手続きは、以下の

通りである。 

⑴ 被災者台帳の作成 

   村長は、法による救助を必要と認める災害により、被災した者があるときは、その被害

状況を調査のうえ、被災者台帳を整備し、これに登録する。 

 ⑵ り災証明書の発行 

   村長は、被災住民に対し、必要があると認めたときは、り災台帳に基づき、り災証明書

を発行する。 
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第 2 節 公共施設の災害復旧計画 
１ 基本方針 
 災害により被災した公共施設の災害復旧は、応急措置を講じた後、災害復旧事業の実施責任 

者において、各施設の原形復旧にあわせて、再災害の発生防止のため必要な施設の新設、改良 

を行う等の事業計画を速やかに確立し、民心の安定及び経済的、社会的活動の早急な回復を図 

るため迅速に実施するものとする。 

 

２ 災害復旧事業計画 
災害復旧事業の種類は次のとおりである。 

 ⑴ 公共土木施設災害復旧事業 

  ① 河川公共土木施設災害復旧事業 

  ② 道路公共土木施設災害復旧事業 

  ③ 単独災害復旧事業 

   ァ 河川災害復旧事業 

   ィ 道路災害復旧事業 

 ⑵ 都市災害復旧事業 

  ① 街路災害復旧事業 

  ② 下水道施設復旧事業 

  ③ 都市排水施設災害復旧事業 

  ④ 公園等施設災害復旧事業 

  ⑤ 堆積土砂排除事業 

 ⑶ 農林水産業施設災害復旧事業 

 ⑷ 上水道施設災害復旧事業 

 ⑸ 下水道施設災害復旧事業 

 ⑹ 住宅災害復旧事業 

 ⑺ 社会福祉及び児童福祉施設災害復旧事業 

 ⑻ 公共医療施設，病院等災害復旧事業 

 ⑼ 学校教育施設災害復旧事業 

 ⑽ 社会教育施設災害復旧事業 

 ⑾ その他災害復旧事業 

 

３ 激甚災害の指定促進 
 災害が発生した場合は、速やかに公共施設の災害の実態を把握し、早期に激甚災害の指定が 

うけられるように努めるものとする。 

 

４ 緊急災害査定の実施 
 災害が発生した場合は速やかに公共施設の実態を調査し、災害査定を緊急にし、実施が容易
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となるように所要の措置を講じ、復旧事業の迅速を期するように努めるものとする。 

 

５ 緊急融資の確保 
 災害復旧に必要な資金需要額を早急に把握し、その負担する財源を確保するための所要の措 

置を講じ復旧事業の早期実施がはかられるようにするものとする。災害復旧資金の緊急需要が 

生じた場合において、災害つなぎ資金の確保に努めるものとする。 
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第 3 節 被災住民相談 
１ 基本方針 
 被災住民からよせられる多様な生活上の不安に対応できるような総合相談窓口を早期に開設、 

被災以前の状態への早期回復を図っていく。 

 なお、住民相談所の開設にあたっては、以下の点に留意する。 

 ⑴ 早期に被災住民からの多様な要望等に対処するため、相談内容とスタッフを充実させる。 

 ⑵ 相談所へ行けば、り災証明、応急危険度判定の手続き等事務手続きが 1回で済むように

する。 

 ⑶ そのためには、国、県及び、行政以外のライフライン関係者をまじえた、スタッフ体制

をとる。 

 

２ 被災住民相談所の開設 
 被災住民は、被災直後から厳しい生活環境におかれ、将来への不安を抱え込むことになる。 

 そのような不安を解消するために、目安として、避難所が開設した時から（発災後 3～4日目） 

避難所ごとに災害相談窓口を開設する。 

 なお、避難所が多数の場合は、自動車等による巡回相談の形式をとる。 

 

３ 相談内容の充実強化 
 被災住民からの要望を「聞きっぱなし」に終わらせることのないよう、相談体制の充実強化 

を図る。 

 ⑴ 相談内容 

  ① 応急住宅の斡旋 

  ② 各ライフラインの復旧の見通し 

  ③ 各種法律相談 

  ④ 建物応急危険度判定の手続き 

  ⑤ 医療相談（心のケア等） 

  ⑥ 各種融資資金の相談 

 ⑵ 相談スタッフの充実 

   相談内容に的確に対応するためには、国及び県の担当部局と連携し専門家等を派遣して

もらえるようにする。 

   また、行政以外の弁護士、各ライフライン関係者をも参加してもらえるような体制をと

るものとする。 
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【被災住民相談所のイメージ】 

 

被災住民 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

   

○ 応急住宅の斡旋 

○ 各ライフラインの復旧の見通し 

○ 各種法律相談 

○ 建物応急危険度判定の手続き 

○ 医療相談 

○ 各種融資資金の相談 
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第 4 節 被災住民へのメンタルケア 
１ 基本方針 
 災害によって深く心が傷ついた心理状態（心的外傷後ストレス症候群 PTSD）を癒す、あるい 

は症状を軽減するための対策を講じるものとする。 

 

２ PTSD（Ｐost Ｔraumatic Ｓtress Ｄisorder）症状の理解 
 この症状は、単に寝つけない、いらいらするといったものから無力感や疲労感、だけでなく、

頭痛、めまい、吐き気、生理不順といった具体的な身体の変調をもたらすものであり、被災後

すぐに症状があらわれる人から、半年経ってからはっきりしてくる人もある。 

 具体的には、次のような症状が 1カ月以上も続く状態である。 

 ⑴ 災害の光景が忘れられない。 

 ⑵ 何事にも無関心でいようとする。 

 ⑶ 過度の生理的緊張状態が持続する。 

 

３ 各種対策 
 ⑴ 被災住民個人の対策としては、以下のような方法がある。 

  ① 被災住民は、だれもが災害を体験したものであり、自分個人だけのものではないとい

うことを認識する。 

  ② だれでも無関心や無感動になることを自覚し、そうした気持ちを否定しない。 

  ③ できるだけ活動的にしている。 

  ④ 現実から逃げない。 

  ⑤ どういう災害であったかを本気になって考える。 

  ⑥ 善意を素直に受け入れる。 

  ⑦ 一人になれる時間をもつ。 

 ⑵ 行政の対応としては、以下のような方法がある。 

  ① 各種情報を提供するための、住民向け講演会を実施する。 

  ② 専門家による避難所及び、家庭訪問による巡回相談を実施する。 

  ③ 専門家による相談電話（フリーダイヤル）の設置などである。 
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